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医
療
費
受
給
者
証
に
は 

　
　
　
　

有
効
期
限
が
あ
り
ま
す

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
33万円かつ被保険者全員の所得が0円

（年金収入のみの場合、受給者額80万円以下） 8割軽減

33万円 8.5割軽減
33万円+28万円×（世帯の被保険者数）以下 5割軽減
33万円+51万円×（世帯の被保険者数）以下 2割軽減

市
で
は
、
皆
さ
ん
の
健
康
を

守
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生

活
環
境
を
整
え
る
た
め
、
一
定

の
条
件
に
該
当
す
る
方
を
対
象

に
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

助
成
対
象
の
方
が
病
院
を
受

診
す
る
際
に
必
要
な
医
療
費
受

給
者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
３１

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

新
し
い
受
給
者
証
は
７
月
下

旬
よ
り
順
次
発
送
し
ま
す
。

※�

窓
口
で
の
更
新
手
続
き
が
必

要
な
方
に
は
、
別
途
案
内
を

送
付
し
ま
す
。

※�

該
当
す
る
方
で
申
請
を
し
て

い
な
い
方
は
、
随
時
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◆
助
成
の
対
象

●
乳
幼
児
等
医
療
費
助
成
制
度

・�

０
歳
児
か
ら
中
学
３
年
生
ま

で
の
児
童(

入
院
・
通
院)

●�

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
制
度

・�

１８
歳
に
達
し
た
最
初
の
年
度

末（
３
月
３１
日
）ま
で
の
児
童

と
そ
の
母
ま
た
は
父

・�

１８
歳
か
ら
２０
歳
ま
で
の
扶
養

さ
れ
て
い
る
方
と
そ
の
母
ま

た
は
父

・�

両
親
の
い
な
い
児
童
と
そ
の

養
育
者（
三
親
等
以
内
）

●�

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
制
度

・�

身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
、

２
級
ま
た
は
３
級（
内
部
障

が
い
の
み
）の
交
付
を
受
け

た
方

・�

重
度
の
知
的
障
が
い（
療
育

手
帳
Ａ
判
定
ま
た
は
診
断
書

等
の
交
付
を
受
け
た
方
）

・�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
１
級
の
交
付
を
受
け
た
方

（
通
院
の
み
対
象
）

※�

い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制
限

（
平
成
３０
年
中
の
所
得
）が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
・
更
新
が
必
要
な
方

受
付
場
所
／

市
総
合
窓
口
課
４
番
窓
口

受
付
開
始
／
７
月
１９
日（
金
）～

必�

要
な
も
の
／
印
鑑
、
健
康
保

険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等

※�

平
成
３１
年
１
月
２
日
以
降
に

本
市
に
転
入
さ
れ
た
方
、
ま

た
は
生
計
維
持
者
が
単
身
赴

任
等
で
本
市
に
住
民
登
録
が

な
い
世
帯
の
方
は
、
所
得
課

税
証
明
書（
平
成
３１
年
度
）、

住
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知

書
の
い
ず
れ
か
が
必
要
で
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

�

市
総
合
窓
口
課
医
療
給
付
グ

ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
４
１
１　

◆�

令
和
元
年
度
の
保
険
料
額
の

お
知
ら
せ

保
険
料
額
は
、
被
保
険
者
が

等
し
く
負
担
す
る「
均
等
割
額
」

と
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」の
合
計
で
計
算
し

ま
す
。

　

令
和
元
年
度
の
保
険
料
に
つ

い
て
は
、
７
月
に
個
別
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※�

１
年
間
の
保
険
料
の
限
度
額

は
６２
万
円
で
す
。

※�

年
度
の
途
中
か
ら
加
入
し
た

と
き
は
、
加
入
し
た
月
か
ら

の
月
割
で
計
算
し
ま
す
。

※�「
所
得
」と
は
、
前
年
の「
収

入
」か
ら
必
要
経
費（
公
的
年

金
等
控
除
や
給
与
所
得
控
除

額
等
）を
引
い
た
も
の
で
す
。

均等割【1人あたりの額】
50,205円

＋
所得割【本人の所得に応じた額】

(前年の所得－33万円)×10.59%➡

1年間の保険料
《限度額：62万円》
(100円未満切り捨て)

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は
、
高
齢
者
の
方
の
医
療
を
国
民
の
皆

さ
ん
で
支
え
合
う
健
康
保
険
制
度
の
こ
と
で
す
。

　
７５
歳
以
上
の
す
べ
て
の
方
と
、
６５
歳
以
上
の
一
定
の
障
が
い
の
あ

る
方
で
、
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
。

◆
保
険
料
の
軽
減

①�

均
等
割
の
軽
減（
年
額
）は
左

の
表
の
と
お
り
で
す
。

②�

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
の
軽
減
に
つ
い
て

後期高齢者医療被保険者証が新しくなります

　現在、ご使用の桃色の保険証の有効期限が令和
元年7月31日をもって満了となるため、8月以降
は使用できなくなります。
　7月中に新しい保険証を送付しますので、お手元
に届きましたら、オレンジ色
の保険証を使用してください。
※�新しい保険証の有効期限は
令和2年7月31日までです。
※�紛失したときや、汚れたと
きは再交付しますので、市
総合窓口課医療給付グルー
プまでお申し出ください。

減額認定証と限度証も新しくなります
　現在、ご使用の水色の減額認定証と限度証の有
効期限が令和元年7月31日をもって満了となるた
め、8月以降は使用できなくなります。有効期限
は保険証と同じく1年間です。
　引き続き交付対象となる方には新しいものを送
付しますので、8月1日から
は、黄緑色の減額認定証及び
限度証を使用してください。
　新たに必要となる方は、下
記の交付要件に該当すること
を確認のうえ、市総合窓口課
医療給付グループに申請して
ください。

区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税である方で「区分
Ⅰ」に該当しない方

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、次のいずれか
に該当する方

世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入
のみの場合、その受給額が80万円以下の方)

老齢福祉年金を受給している方

現役並み
Ⅲ

住民税課税所得が690万円以上の被保険者
と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並み
Ⅱ

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得
が380万円以上の被保険者と、その方と
同一世帯にいる被保険者の方

現役並み
Ⅰ

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方
と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

減額認定証の交付要件

限度証の交付要件

は
、
所
得
割
は
か
か
ら
ず
、

制
度
加
入
か
ら
２
年
を
経
過

し
て
い
な
い
期
間
の
み
均
等

割
が
５
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

◆
保
険
料
の
減
免

　

災
害
や
失
業
な
ど
に
よ
る
所

得
の
大
幅
な
減
少
、
そ
の
他
特

別
な
事
情
等
で
保
険
料
の
支
払

い
が
困
難
な
方
は
、
減
免
が
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
料
の
支
払
い
方
法

　

保
険
料
の
支
払
い
方
法
は
、

「
年
金
か
ら
の
支
払
い
」と「
口

座
振
替
」か
ら
選
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
年
金
か
ら
の
支
払
い

の
場
合
は
、
手
続
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
口
座
振
替
へ
変

更
さ
れ
る
方
は
、
本
人
の
保
険

証
、
預
金
通
帳
、
届
出
印
を
各

金
融
機
関
の
窓
口
ま
で
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

◆�

医
療
費
通
知
を
全
受
診
者
に

送
付
し
ま
す

被
保
険
者
の
医
療
費
総
額
な

ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る

「
医
療
費
通
知
」を
、
対
象
期
間

に
医
療
機
関
等
を
受
診
し
た
全

て
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
送

付
し
ま
す
。
な
お
、
通
知
書
の

発
送
時
期
は
、
毎
年
３
月
と
９

月
で
す
。

※�

こ
の
通
知
は
受
診
状
況
を
お

知
ら
せ
す
る
も
の
で
請
求
書

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

・�

市
総
合
窓
口
課
医
療
給
付
グ

ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
４
１
１

・�

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合

☎�

０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
６

０
１

※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
※被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
※�65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、
　さらに15万円差し引いた額で判定します。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ


